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1――はじめに 

夏季休会明けの英国議会では、議会が議事運営を掌握し、「合意なき離脱」阻止のため、①10月 19

日までに合意がないか、②議会が「合意なき離脱」を承認しない限り、政府に離脱期日の 20 年 1 月

31 日への延期要請を義務付ける法案が成立する見通しとなった。ジョンソン首相は、4 日に 10 月 15

日の総選挙のための法案を提出したが、「離脱延期法案の成立が先」とする労働党、スコットランド民

族党（ＳＮＰ）などが棄権したことで、賛成票は 298と自主解散に必要な下院議席数の３分の２（433

票）を大きく下回った。保守党が３日の議会による議事運営の掌握を支持した 21人の議員を除名、さ

らに 5日には首相の弟のジョー・ジョンソン氏が閣僚を辞任、議員辞職をしたことで、与党の議席は、

政権協力するアイルランドの地域政党・民主統一党（ＤＵＰ）を加えても 289議席と法案可決に必要

な 318議席を大きく割り込んだ（図表１）。ジョンソン政権は発足早々に勢いを削がれたように見える。 

 

図表１ 英国下院の議席数（19年 9月 5日現在） 

 
（注）投票を行わない議長、副議長の４議席と登院していないシン・フェイン党の 7議席を除いた議席数 

（資料）英国議会 

 

しかし、「合意なき離脱」のリスクが消滅した訳ではない。自主解散にせよ、内閣不信任決議という

形をとるにせよ、近い将来、総選挙を行うことになるだろう。総選挙で野党陣営が勝利すれば、少な

くとも「合意なき離脱」の可能性は低下する。しかし、総選挙でジョンソン首相が勝利すれば、勢い

を取り戻し、「合意なき離脱」を辞さない構えを一段と強めるだろう。 

総選挙でジョンソン首相率いる保守党が勝利する可能性は十分にある。有権者の間には、国民投票
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から続く先行き不透明感への不満が広がっている。ジョンソン首相率いる保守党が、野党や造反議員

らを「国民投票で示された民意の実現を阻む勢力」と位置づけ、自身への支持に結び付けようとして

いる「合意なき離脱」を掲げるブレグジット党に対抗する必要もあり、選挙戦では、強硬姿勢を強め

ることが予想される。対する「合意なき離脱反対派」は、「ソフト離脱派」と「離脱撤回派」からなり

一枚岩ではない。世論調査では「合意なき離脱」よりも「コービン首相誕生」の方がより悪いと考え

る割合が高いなど（図表２）、最大野党・労働党のコービン党首の首相としての資質、政策への警戒感

も強い。 

 

図表２ 世論調査｜どちらがより悪いと考えるか？ 

 

（資料）Hanbury Strategy（2019年 9月 3～4日調査） 

 

「合意なき離脱」は、法的なデフォルト（初期設定値）であり、「離脱協定」の承認か、離脱意思の

撤回がなければ、いずれは行き着くことになる。 

本稿では、議会が阻止しようとする「合意なき離脱」とは何か、どのような対策が打たれているの

か、「合意なき離脱」の場合、何が起こるのかを整理した。「合意なき離脱」は、国民投票によって引

き起こされた問題の解決策とはならず、むしろ問題を複雑にし、長期の混迷をもたらす選択肢である

ことを明らかにすることを狙いとする。 

 

 

2――「合意なき離脱」とは何か 

1｜「合意」とは何か 

16 年 6 月の国民投票の結果を実行に移す英国のＥＵ離脱の手続きは、ＥＵ条約第 50 条の規定に従

って進められてきた。 

同条２項には、離脱の意思を通知した加盟国と「将来の関係を考慮しながら、離脱に向けた取り決

めを定める協定を交渉し、締結する」、同条第３項は、「離脱協定の発効日、もしくは、協定を締結で

きない場合は、離脱意思の通知から２年後から、もしくは、ＥＵ首脳会議が当該国との協定において、

期限延期を全会一致で決定しない限り、当該国への条約の適用を終える」と規定する。 

メイ前首相は、17 年 3 月 29 日に離脱の意思を通知した後、ＥＵと協議し、ＥＵ市民の権利や離脱

に伴う清算金、2020 年末まで現状を維持する「移行期間」、アイルランド及び北アイルランドに関す

る議定書などを 599ページの「離脱協定」として、将来の関係については 26ページの「政治合意」を
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まとめた1。 

離脱日に「離脱協定」が発効するケースが「合意あり離脱」である。 

 

（１）離脱協定 

「合意あり離脱」の場合、離脱日から 2020年までが現状を維持する「移行期間」となる。移行期間

は１回限り２年までの延長が可能である。 

「移行期間」中は、加盟国である英国はＥＵの法規制の制定には参加せず、一方的に受け入れる立

場となり、規制の乖離は生じない。これまでＥＵ加盟国として第３国とバイラテラルあるいは多国間

の締結してきた条約について、「移行期間」中は、第３国と条約の再締結、交渉はできるが、協定の発

効は「移行期間終了後」となる。 

離脱に伴いＥＵに支払う離脱清算金として約 390億ポンド（1ポンド＝130円で換算した場合、約 5

兆円）を支払う。ＥＵの予算は中期予算枠組みに基づいて運営されている。現在の枠組みは 2020年ま

でをカバーする。離脱清算金には、離脱後、「移行期間」が終了する 2020年末までの、中期予算枠組

みで約束した金額の支払いも含まれる。 

離脱協定の重要な部分を占めるのが、ヒトの移動と英国におけるＥＵ市民、ＥＵにおける英国市民

の権利と地位の保全に関する取り決めである。ヒトの移動の自由は、①移行期間終了時に終了する、

②相互に現在と同等の居住者としての権利を保証するが、登録が必要になる、③移行期間中に在住し

た市民への居住者の地位は認めないなどが主な合意事項である。 

アイルランド国境の厳格な管理を回避するための安全策（バックストップ）は離脱協定の協議の焦

点となり、保守党内の強硬派とＤＵＰが強く反発したものだ。安全策は、「移行期間」終了後も、国境

の開放を維持する方策が見つからない場合に発動されるもので、①英国全体が関税同盟に残留し、②

北アイルランドはさらにＥＵとの規制の調和を図るという内容だ。ジョンソン首相はＥＵに離脱協定

からの削除を求めている。 

 

（２）政治合意 

「離脱協定」に基づく離脱の場合、英国は、「移行期間」中に、ＥＵと「政治合意」を叩き台に将来

関係について協議をする。 

「政治合意」は、経済パートナーシップ、安全保障のパートナーシップ、制度的枠組みなどをカバ

ーしている。経済パートナーシップでは、財については規制と通関手続きでの緊密な協力に基づく「自

由貿易圏」の形成を目指す一方、金融を含むサービス業では相互の規制の権限を尊重する方針を打ち

出している。 

「政治合意」は、離脱協定と異なり、法的拘束力のない叩き台であるため、ＥＵは英国が変更を望

めば、ＥＵの原則に応じて、修正する用意がある。 

「主権の奪還」を重視するジョンソン首相は、メイ前首相がまとめたＥＵとの関係を重視する「政

治合意」よりも、より自由度の高いカナダ型のＦＴＡを望んでいると思われる。 
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２｜「合意なき離脱」とは何か 

「合意なき離脱」の場合、「移行期間」がなく、離脱日をもってＥＵ法の英国への適用が停止、ＥＵ

法上の地位は「加盟国」から「第３国」となる。 

離脱日直前に法的効力を有するＥＵ法の内容は、18年 6月に「ＥＵ離脱法 2018」によって、離脱後

も英国国内法として維持されるが、新たな法の採択や改正があれば、乖離が始まる。 

英国が単一市場、関税同盟の圏外となるため、国境では、関税の適用、衛生および植物検査などを

実施する必要が生じる。 

通商交渉の権限を回復し、協定の発効も可能になるが、ＥＵ加盟国として第３国と締結した協定は、

離脱日までに再締結作業が終わっていない場合は失効する。 

離脱協定で約束した「英国におけるＥＵ市民の地位、ＥＵにおける英国市民の地位を保全する取り

決め」がない状態となる。 

離脱清算金が払われないことで、2020年までのＥＵの中期予算にも不足が生じるが、英国がＥＵの

予算からの受け取っていた低所得地域支援のための「構造基金」も停止される。 

アイルランドの国境管理の厳格な管理を回避する方策は、「合意あり離脱」であれば、少なくとも

20年末の「移行期間」の終了まで、それが難しい場合は、22年末の「延長後の移行期間終了」までに

見出せば良いはずだが、「合意なき離脱」の場合は、即時、対応が必要になる。 

ＥＵとの将来の関係についての「政治合意」は白紙化するため、ＥＵとＦＴＡ締結を望むのであれ

ば、英国は改めて協議を要請する必要がある。 

「合意なき離脱」で、ＥＵから見た英国の法的地位が加盟国から「第３国」、それもＦＴＡなど特別

な取り決めのない「第３国」へと一気に変わる影響は広範な分野に及ぶ。 

財市場では、食品、化学品、医薬品、自動車など一律のＥＵルールが適用され、認証手続きなどが

行われてきた。規制の乖離が生じることで英国とＥＵで別々の手続きが必要になることに伴うコスト

は、関税の負担以上に大きいとされる2。 

金融サービス分野の場合、様々な業務について規制当局からの単一の承認により、国内での自由な

サービスの提供を認める「単一パスポート」の圏外となり、単一市場での業務の提供には新たな免許

が必要になる。離脱時点の英国は、ＥＵが日本など第３国に対して適用する個別の法令ごとに規制や

監督体制の同等性を認め、単一市場へのサービスの提供を認可する「同等性評価」もない状態となる3。 

「欧州⼀般データ保護規則（ＧＤＰＲ）」では、個人データについては域内での完全な自由流通を

確保しているが、「合意なき離脱」した英国は、欧州委員会から個人データの「十分な保護水準」を有

するという「十分性認定(adequacy decision)」を受けていない第３国となるため、個人データの移転

の原則禁止の対象となる4。 

 

3―「合意なき離脱」への英国とＥＵの対策 

英国とＥＵは 19年 3月 29 日の当初期限に合わせた「合意なき離脱」対策を進めたが、10月 31日

の期限が近づきつつあることから、対策資金の積み増しや、企業や個人向けのチェック・リストで対

応を促すなど、取り組みを再び加速している。 

英国とＥＵの対策は、それぞれが一方的に行う期間限定の暫定措置を準備しており、ホームページ
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などで公開している5。ＣＢＩ（2019）は、幅広い領域での英国、ＥＵの対策の比較と企業の対応の進

捗状況をまとめている。 

対策の領域は多岐にわたるが、以下では、（１）離脱直後から問題の発生が予想されている「関税・

通関手続き」、（２）国民投票の焦点であり、離脱協定でも最優先の課題とされた「ヒトの移動と市民

の権利」、（３）混乱が生じた場合、世界に波及するリスクがある「金融サービス」、（４）アイルラン

ド国境問題を中心に、英国とＥＵの対策の傾向を確認する（図表３）。 

 

図表３ 英国とＥＵの「合意なき離脱」対策の概要 

（資料）CBI（2019）、Miller, Vaughne（2019）、HM Government (2018b) 、European Commission（2019）ほか 

 

英国 ＥＵ

基本方針 継続性を重視した一方的、暫定的な対応
ＥＵとＥＵ市民のための一方的、暫定的、限定的
対応

関税
最長１年の「暫定的関税枠組み（87％は関税ゼ
ロ、センシティブ品目は有税）」

WTO最恵国税率（トラック22％、完成車10％など）

「英国経済オペレーター登録認識票（ＥＯＲＩ）」へ
の登録を呼びかけ

特別措置なし

「移行簡易手続き（ＴＳＰ、通関時の輸入申告
フォーム提出は不要、事後的に提出等）」

（主要な港湾や貿易相手国は新たなインフラやテ
クノロジーの導入、人員増強等で対応）

自由移動は終了（入国審査は20年末まで現状維
持）

自由移動は終了（互恵的な対応）

新移民制度を導入

英国内法による地位と権利の保全 互恵的な対応

各国国内法による地位と権利の保全

「暫定的認可制度（ＴＰＲ）」で単一通貨圏内で認
可を受けた金融機関の支店での業務継続を認め
る

デリバティブ（金融派生商品）に関わる中央清算・
決済業務（クリアリング）、英中央預託業務（デポ
ジタリー）に20年3月まで同等性を認める

ＥＵの資産運用会社には、離脱後の業務継続を
認め、既存のファンドの営業を認める

離脱日から12カ月間、特定の金融サービス契約
のＥＵへの移転を認める

格付け会社、中央清算機関、デポジタリーなどに
も暫定的な枠組みを用意する

新たな検査や審査は行わず、関税も適用しない
一方的で暫定的な特例措置

単一市場の完全性を維持するため何らかの検査
や審査は必要との立場（境界から離れた場所を
示唆）

長期的な解決策はＥＵ、アイルランド政府と協議 アイルランドを資金面、技術面で支援

「共通旅行区域（ＣＴＡ）」による市民の自由移動
は継続

市民の権利

ヒトの移動

通関手続き

アイルランド国境

金融サービス
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1｜英国の対策 

英国政府は、「合意なき離脱」による激変を回避すべく、継続性を重視した、一方的、且つ、暫定的

な対策を準備してきた。 

メイ前政権では、「合意なき離脱」対策のため 42億ポンド（5460億円）を投じたが、ジョンソン政

権ではゴーブ・ランカスター公領相が担当大臣となり、21億ポンド（2730億円）の追加予算を確保し、

国境管理の人員増強や港湾設備の増強、医薬品の在庫増強や広報活動など「合意なき離脱」対策を加

速している。さらに。ジャビド財務相は、9 月 4日に行った 2020 年度の「歳出レビュー」で 20億ポ

ンド（2600億円）を積み増す方針を明らかにしている。 

 

（１）関税・通関手続き 

合意なき離脱の場合、関税については、19年 3月に公表された「暫定的関税枠組み」が最長１年間

適用される6。価値ベースで 87％の財の関税はゼロ、食肉と一部乳製品、完成車などのセンシティブ

産業を有税とする。 

「暫定的関税枠組み」は、ＥＵと第３国とのＦＴＡを置き換え、離脱後速やかに発効する「貿易継

続性協定」を締結している国と、最貧国を対象とする無関税の市場アクセスなど特恵的なアクセスを

認めている約 70の途上国は対象外となる。ＥＵは「暫定的関税枠組み」の税率の適用対象となる。 

英国政府は、「合意なき離脱」対応として「貿易継続性協定」の締結を急いでいるが、8 月 22 日時

点で発効可能とされているのはスイス、韓国など 13カ国・地域、カナダ、トルコなど 25カ国・地域

は協議中とされるが7、カナダは継続を拒否しているとされる。ＥＵと関税同盟協定を締結するトルコ

は、英国にＥＵと同条件を認めることに慎重な立場をとっている。 

日本は、ＥＵとのＥＰＡが 19年 2月に発効済みだが、英国との「貿易継続性協定」の協議に慎重な

立場をとっており、合意なき離脱の場合は、「暫定的関税枠組み」の対象となる。 

 

（２）ヒトの移動と市民の権利 

ＥＵ市民の権利は、英国独自の移行期間として 20年末までの申請を認める。地位と権利の根拠が国

際法の「離脱協定」ではなく英国法に、移行期間後８年間のＥＵ法による保証とＥＵ司法裁判所の管

轄権などが英国法による制限となり、厳格化する可能性がある。 

 

（３）金融サービス 

金融サービスにおいても継続性を重視する対策を採る。単一市場で認可を受けた金融機関の支店に

は、暫定的認可制度（ＴＰＲ）によって業務の継続を認め、業務を長期継続する場合には、免許の取

得を求める。ＥＵの資産運用会社には、離脱後の業務継続を認め、既存のファンドの営業を認める。

格付け会社、中央清算機関、デポジタリーなどにも暫定的な枠組みを用意する。 

 

（４）アイルランド国境管理 
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アイルランド国境では、アイルランドから北アイルランドに入る物品について、新たな検査や審査

は行わず、関税も適用しない「特例措置」をとる。 

特例措置によって、英国政府が重視するアイルランド国境の開放と英国の一体性を維持しつつ、Ｅ

Ｕの単一市場、関税同盟からも離脱できる。しかし、一時的にせよ、①加盟国が他の加盟国の同種の

産品に最恵国待遇を供与することを定めているＧＡＴＴ第１条、②最恵国待遇の原則に違反の例外と

して地域統合の原則を定めるＧＡＴＴ第 24条というＷＴＯルールに違反した状態となるため、「特例

措置」は持続可能ではない。 

 

2｜ＥＵの「合意なき離脱」対策 

ＥＵの対策は、ＥＵとＥＵ市民のための一方的なもので、期間も分野も限定している。必要に応じ

て加盟国が個別に特別措置を講じているため、国毎のばらつきもある8。 

ＥＵの対策の対象は、金融サービス、航空輸送、道路輸送、鉄道、学生の流動化の促進のための「エ

ラスムス(ＥＲＡＭＵＳ)計画」など混乱の阻止に必要な最低限の範囲に絞り込んでいる。 

ＥＵが対策を限定するのは、単一市場の一体性重視のため、離脱する国に加盟国と同じベネフィッ

トを与えないことを原則としていることがあるが、英国の「合意あり離脱」と英国からＥＵ圏内への

ビジネスの移管を促す狙いもあると思われる。 

ＥＵは 17年 12月に「合意なき離脱」の対策に着手し、当初の離脱期限の前の 19年 3月 25日に完

了を宣言した9。 

さらに９月４日には、延期後の新たな期限である 10月 31日が迫ったことを受けて、ＥＵ市民と企

業に注意喚起する通算６本目のコミュニケーション（政策文書）を公表した10。英国と貿易を行って

いる事業者が最終的な準備を進めるためのチェック・リスト、3月 29日の離脱期限に合わせて設定さ

れた航空輸送、道路輸送などの暫定措置の期間について、技術的な調整を提案した11。また、「合意な

き離脱」の影響を受ける企業や労働者がＥＵの構造基金を利用できるよう必要に応じて法改正も行う

方針も提案した。 

 

（１）関税・通関手続き 

関税については、特別措置は予定されていないため、英国には、トラックで 22％、乗用車で 10％な

どＥＵがＦＴＡ等を締結している国以外の第３国に適用しているＷＴＯの最恵国税率が適用される。 

通関手続きも復活が予定されており、英国とＥＵ間の物流のメインルートとなるドーバー海峡のフ

ランス側や、主要な港湾や、主要貿易相手国では、合意なき離脱に対応した新たなインフラストラク

チャーやテクノロジーの導入、人員増強などを進めている12。 

 

（２）ヒトの移動と市民の権利 

ヒトの移動ならびに市民の権利に対しては互恵的な対応が原則となる。ＥＵ加盟国に居住する英国

市民の地位と権利の保全は加盟各国の国内法によることになるため、国によってばらつきが生じ、安

定性を欠く状況となるおそれがある。 
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（３）金融サービス 

９月４日の政策文書によって、金融サービスでは、デリバティブ（金融派生商品）に関わる中央清

算・決済業務（クリアリング）、英中央預託業務（デポジタリー）の業務継続のため同等性を認める期

間は 20年 3月までとすることを確認した。 

特定の金融サービスの契約のＥＵへの移転は離脱日から 12カ月間認める。 

 

（４）アイルランド国境管理 

9 月 4 日付けの政策文書でも、安全策が「グッド・フライデー合意」を守り、国際法に適合し、単

一市場の完全性を維持する唯一の解決策と示している。 

「合意なき離脱」時のアイルランド国境管理については公式の文書等による方針の表明は行われて

いない。ＥＵ側のバルニエ主席交渉官は、単一市場の完全性を維持するため何らかの検査や審査は必

要としており、モスコビッシ欧州委員会副委員長は、境界から離れた場所での実施を示唆している。 

英国政府の特別措置によりアイルランドから北アイルランドに入る物品は「検査や審査なし」、ＥＵ

の方針により、北アイルランドからアイルランドに入る物品は「検査や審査あり」と不均衡な状態と

なる。 

 

 

4――「合意なき離脱」の影響 

1｜経済への下押し圧力 

（１）英国 

ＥＵ離脱が英国経済に及ぼす影響については、国民投票の段階から、様々な機関による試算が行わ

れてきた13。メイ前首相の合意がまとまった 18 年 11 月には英国政府とイングランド銀行（ＢＯＥ）

が報告書をまとめている14。多くの試算に共通するのは、どのような形にせよ離脱は英国経済にとっ

てマイナスだが、「合意なき離脱」の悪影響は最も大きいという点だ。「合意なき離脱」こそ「成功へ

のレシピ」とする離脱派のエコノミストの試算結果は例外的だ15。 

「合意なき離脱」直後の混乱は、離脱期限の延期で、対策のための時間的猶予が設けられたことも

あり、当初想定されていたよりは穏当と見られるようになっている。しかし、ＣＢＩ（2019）は、中

小・零細企業では無駄なコストとなる懸念や、そもそも余裕がない、クリスマス商戦を控える時期で

倉庫等の確保が困難といった理由から対応が進んでいないことを指摘している。ある程度の混乱は避

けられないだろう。漏洩した政府の機密文書に基づいて、英紙サンデー・タイムス16が報じた「合意

なき離脱」により想定される影響では、「ドーバー海峡を通過する物流の混乱が通常の 50～70％の水

準に戻るまでに３カ月程度を要する」、物流の遅延による「ロンドンや英国南東部での燃料供給の混乱」、

「生鮮食品の不足と価格高騰」、「医薬品の供給不安」、「社会的ケアのコスト上昇」さらに「アイルラ

ンド国境管理の復活」、「英国全土での抗議活動の拡大」などが挙げられている。 

「合意なき離脱」の影響は、正確に予測することは困難だが、数年にわたり持続するとの見方も、

多くの専門家らに共通する見解だ。 

予算編成のためのマクロ経済予測、財政運営の監視機能を担う英国予算責任局（OBR）は、２年に１
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度まとめる「財政リスク報告書」17で、「合意なき離脱」の場合の「ストレス・テスト」を行い、2020

年度～22年度までの３年間でＧＤＰ比 1.4～1.5％相当の年 300 億ポンド（3 兆 9000億円）借入が増

加すると試算した。税収の下振れリスクは大きいと指摘している。 

国連貿易開発会議（ＵＮＣＴＡＤ）18 は、９月３日、「合意なき離脱」が英国の貿易にもたらす損

失について、ＥＵへの輸出では、関税の引き上げ幅が大きくなる自動車や衣類、食品などを中心に少

なくとも 160億ドル（１ドル＝106円換算で 1兆 7000億円）の損失が発生するとの推計結果を公表し

た。非関税障壁や国境審査、国境をまたぐ生産ネットワークに混乱が生じれば、損失はさらに拡大す

るという。ＵＮＣＴＡＤは、「貿易継続性協定」が未締結で、英国がＥＵ加盟国として締結したＦＴＡ

などが消失するおそれがあるトルコ、南ア、カナダ、メキシコ、日本などとの貿易でも損失が発生す

ると推計する 。 

シンクタンク「The UK in a Changing Europe」19 は、９月 4日に、「合意なき離脱」への対策の進

捗状況を整理した上で、起こり得る結果についての報告書をまとめている。「合意なき離脱」の結果は、

家計や企業、政府の反応や、英国とＥＵの交渉の再開の見通しなどに依るため「予測不能」としてい

る。 

対策と企業の対応に関するＣＢＩ20の報告書も、「合意なき離脱」の影響は何年にもわたり続くとし、

「合意」の大切さを強調している。 

 

（２）ＥＵ及び世界経済への影響 

ＥＵ、ユーロ圏にも、英国ほどではないものの、短期、中長期の影響を及ぼす。経済面での影響に

ついては、ＩＭＦ（2018）が対ＧＤＰ比、Mion and Ponattu (2019)が一人あたり所得の結果を示して

いるが、いずれもアイルランドが突出して大きく、オランダ、北欧など開放度の高い中小国が続く傾

向が見られる。また、Brautzsch and Holtemöller の国際産業連関表に基づく試算は21、「合意なき離

脱」で英国の輸入が 25％減少した場合の雇用への影響は、農業・食品工業と自動車工業で大きく、国

別にはドイツが最も大きいという。ドイツの製造業は、目下、米中貿易戦争、中国経済の減速、環境

規制の強化という逆風を受け、調整色を深めており、英国の「合意なき離脱」は、さらなる打撃とな

るおそれがある。 

ＥＵ域外への影響については、Mion and Ponattu (2019)は、英国のＥＵ離脱で競争条件が変わるこ

とで、域外にはプラスの影響があり、「合意なき離脱」の場合は、プラスの効果が大きくなると見てい

る。ＩＭＦ（2019）は世界経済全体への影響は長期で 0.1％とマイナスではあるものの、その幅は小

さいと見ている。 

筆者は、「合意なき離脱」は、欧州におけるクロスボーダーな生産体制や金融センター間の役割分担

に中期的な影響を及ぼすが、世界的な影響は、米中二大国の貿易戦争の影響に比べれば限定的と見て

いる。 

 

2｜連合王国分裂の危機 

「合意なき離脱」は、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドで構成する連

合王国の分裂の危機を引き起こすおそれもある。 
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16 年の国民投票では、離脱派と残留派の票のバランスは国・地域によって大きな差があり、スコ

ットランドは 62.0％、北アイルランドは 55.8％が残留を支持した。人口では英国の 84.3％をイング

ランドが占める。スコットランドは 8.2％、北アイルランド 2.8％と大きな差がある。ＥＵ離脱は、イ

ングランドの意思で決まった。さらに「合意なき離脱」の強行という形で、スコットランドや北アイ

ルランドの意思が軽んじられた場合、亀裂は一段と深刻なものになるだろう。 

なお、ウェールズは、イングランドとともに国民投票で離脱支持が 52.5％と多数を占めたが、「合

意なき離脱」後に、そのコストを強く感じる可能性がある。保守党は、17年の総選挙時にＥＵからの

「構造基金」を代替する英国独自の基金（The UK Shared Prosperity Fund）を創設することを約束し

たが、その後協議は進展していない。「構造基金」は、低所得地域や農業・漁業支援などを目的とする

ものなどがあり、ウェールズは利用割合が高い。「合意なき離脱」で「構造基金」が停止されるリスク

があるが、代替する基金の制度設計等が固まっていないことへの危機感が高まっている22 

 

（１）スコットランドの独立 

スコットランドでは、英国からの独立の是非を問う住民投票実施の機運が高まるだろう。 

2014 年 9 月の住民投票は、独立賛成 44.7％対独立反対 55.3％で否決という結果に終わったが、投

票日が近づくにつれて、独立賛成派が勢いを増し、当時の連立与党の保守党・自由党と最大野党の労

働党の３党が「独立反対多数と自治権拡大は両立する」と働きかけるなど手を尽くし、独立賛成多数

という結果を辛うじて阻止した経緯がある。ニコラ・スタージョン自治政府首相は 21年 5月の次回自

治政府議会選挙までに独立の是非を問う住民投票を行うことを目指している。前回の住民投票では、

独立後も「英国と通貨同盟を結びポンドを使用する」方針を示していたが、スタージョン自治政府首

相は、「英国の単一市場からもポンドからも離脱」する「ハードな独立」を指向する。 

英国との相互依存関係の深さを考えると、スコットランドの独立は、経済合理性に適う選択ではな

く、財政事情も厳しくなると想定される。しかし、英国のＥＵ離脱と同様に、国民感情が優先する選

択が下される可能性はある。 

 

（２）北アイルランドとアイルランドの統一 

「合意なき離脱」の影響を最も受ける北アイルランドも、アイルランド共和国との統一の機運が高

まる可能性がある。 

北アイルランドでは 2017年１月に自治政府が崩壊してから、政府不在が続いている。「ベルファウ

スト合意／グッド・フライデー合意」で、閣僚ポストを新英派のユニオニストと新アイルランド派の

ナショナリストで分けあうことになっているが、両派の不和が続いているためだ。 

「合意なき離脱」となり国境管理問題に緊急の対処を迫られた場合、政党の代表者らによる協議で

妥協点を見出すことができるか不透明であり、英国政府による直接統治のための法を制定することに

なると見られている。 

北アイルランド議会（議席数 90）も機能停止状態にあるが、議席数はユニオニストの最大政党・Ｄ

ＵＰが 28議席、ナショナリストの最大政党シン・フェイン党が 27議席で勢力が拮抗している。 

「安全策」は、保守党政権に協力するＤＵＰほかユニオニストの政党、議員は反対だが、北アイル
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ランドの企業や農業団体は越境貿易を守るための受け入れ可能な手段と考えている23。8月22日には、

シン・フェイン党、ＳＤＬＰなどナショナリスト政党の議員と非ユニオニストの議員ら 49名が連名で、

ＥＵ首脳会議のトゥスク議長宛に「安全策」は「グッド・フライデー合意を守り、南北間の協力を維

持し、全島の経済を維持し、国境やその近辺での物理的なインフラや検査施設の復活を阻止するため

の法的に実行可能な保証は、これまでの前進を維持するために必要」という書簡を送っている24。「安

全策」を理由とする「合意なき離脱」の末の混乱に、ナショナリストは強く反発するだろう。 

「ベルファウスト合意」には、アイルランド統一への支持が多数になったと判断される場合、住民

投票の実施を求める条項がある。北アイルランドで実施された世論調査では、「自治政府」への支持が

最も高く、「統一」への支持と英国政府による「直接統治」は拮抗している。18 年調査では「統一」

と「直接統治」が 20％程度。「自治政府」への支持は政府の不在のためか、ここ２年で低下傾向にあ

るものの、それでも 40％を占める25。世論調査からは、アイルランド統一が、現実味を帯びていると

は言えないが、「合意なき離脱」で世論のムードが一気に変わる可能性はある。 

アイルランドのバラッカー首相も、ジョンソン政権誕生後の７月 27日、「合意なき離脱」によって、

「英国が北アイルランドの大多数の人々の希望に反して北アイルランドをＥＵから離脱させ、ＥＵ市

民権を取り上げ、グッド・フライデー合意を弱体化させたら、好むと好まざるとにかかわらず、（アイ

ルランド統一の）問題が持ち上がることになり、それに備える必要がある」26と述べている。 

 

3｜不利な条件でのＥＵとの協議 

世論調査では、ジョンソン首相が主張する「合意がなくとも 10月 31日に離脱」への離脱支持者、

保守党支持者の支持が高い27。「合意なき離脱」は、ＥＵからの主権の奪還、制約から解放される切り

札であり、混迷する離脱プロセスに終止符を打つことにつながるとの期待があるように思われる。 

しかし、「合意なき離脱」で生じた問題は、ＥＵと協議して解決せざるを得ない。協議にあたっては

「離脱協定」に盛り込んだ問題、市民の権利や離脱清算金、アイルランド国境管理問題などの解決を

求められることになるだろう。 

「合意なき離脱」がＥＵの交渉上の立場を有利にすることはない28。２－２で見た通り、「合意あり

離脱」の場合、「移行期間」を利用して、協議し、秩序立った形で新たな関係に移行できるが、「合意

なき離脱」であれば、英国がＥＵとの関係をＷＴＯルールに基づく第３国と同等の立場、つまり、Ｅ

ＵとＦＴＡ等を締結する国よりも不利な立場にリセットした上で、協議に入ることになる。第３国と

なった英国とＥＵの協議は、ＥＵ条約第 50条ではなく、同第 218条の国際条約締結の手続きに従う。

関税の協定については比較的速やかな合意が成立する可能性があるが、サービス業などもカバーする

広範な協定を望む場合には、交渉開始も批准手続きの難易度は高く、時間も掛かる。「十分性認定」や

「同等性評価」によるアクセスの改善にも時間を要する上に29、カバーする領域が限られる上に、Ｅ

Ｕの一方的判断で打ち切られるため、安定性を欠く。 

ギリシャのチプラス前首相が、2015年にＥＵからの金融支援の条件への賛否を問う国民投票で勝利

したものの、その直後にＥＵに支援を再要請し、より厳しい条件を飲まざるを得なくなったことが想

起される。 
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4｜米国からの通商交渉圧力 

「二国間の交渉」を好む米国のトランプ大統領は、英国のＥＵ離脱という選択を一貫して支持して

おり、ＥＵ離脱後の英国との通商協定締結に強い意欲を示す。8月 24～26日にフランスのビアリッツ

で開催された主要 7カ国首脳会議（Ｇ７サミット）に合わせて開催された米英首脳会談で、トランプ

大統領は 2020年夏までの協定締結を求めたとされる30。 

ジョンソン首相も米国との通商交渉に前向きだ。通商交渉の権限回復は、離脱派がＥＵ離脱による

重要なベネフィットの１つと強調した点だ。ＥＵがＦＴＡを締結していない米国とのＦＴＡは、欧州

の境界を越えて広がるグローバル国家を目指す「グローバル・ブリテン」戦略の象徴的な成果となり

得る。 

しかし、ジョンソン政権は米国との交渉に前向きだが、米国のペースで交渉が進むことへの警戒も

強い。そもそも米英間では交渉対象が一致していない31。ジョンソン首相は、離脱から１年以内とい

った米国が求める時間軸での協定締結には否定的だ。米国は、英国のＮＨＳ（国民保健サービス）が

薬価を低く抑えていることが、米国の医薬品メーカーの利益を圧迫していると問題視している。トラ

ンプ大統領は、今年 6月の英国訪問時にもＮＨＳを交渉対象にすると明言しているが、ジョンソン政

権は交渉から除外する方針だ。農産品市場を巡っても米国は市場開放を求めているが、英国内ではＥ

Ｕ基準で守られてきた食の安全が、ＥＵを離脱し、米国と協定を締結することで、米国基準に引き下

げられることへの懸念も強い32。 

米国との交渉との協定は「グローバル・ブリテン」戦略の実現を阻む条項が含まれるおそれもある。

米通商代表部（ＵＳＴＲ）がまとめた英国との交渉目的に関する文書には、米国とメキシコ、カナダ

との協定や、日本、ＥＵとの交渉目的と同じく、「非市場経済国」とのＦＴＡ交渉を困難にする条項が

盛り込まれている33。この条項が中国を念頭に置いていることは明白だ。中国は、ＦＴＡ戦略を加速

するＥＵが交渉すら予定していない巨大市場であり、「グローバル・ブリテン」戦略が念頭に置いてい

たパートナーだ。ＥＵから離れても、米国に近づくことで、中国との関係強化に制約を受けるおそれ

がある。 

2020年の米国の大統領選挙の結果で風向きが変わったとしても、英国の立場が有利になるかは不透

明だ。米国内でも、民主党のペロシ米下院議長、シューマー上院院内総務は、「ベルファウスト合意」

を阻害することがあれば英国との通商協定に反対する意向を示している。 

英国でも労働党やその他の野党は米国との通商協定に反対している。労働党のコービン党首は、６

月のトランプ大統領の英国訪問時に抗議デモの集会で演説した。コービン政権が誕生した場合には米

英の関係が冷え込むおそれもある。 

16 年に英国が国民投票でＥＵ離脱を選択した時点とはＥＵ域外の環境も大きく変わった。「合意な

き離脱」で、ＥＵとの関係を無秩序に絶つことが、ＥＵ域外との関係を英国に有利に変える兆候はな

い。 

 

 

 



 

 

13｜               ｜ニッセイ基礎研レポート 2019-09-06｜Copyright ©2019 NLI Research Institute All rights reserved 

5――おわりに 

 

「合意なき離脱」に十分な対策を採ることは困難だ。不透明な状況をさらに長引かせる上に、連合

王国分裂の危機といったリスクを伴う。この点を踏まえれば、議会が「合意なき離脱阻止」に動くの

は当然だ。 

しかし、離脱支持者から見れば、「合意なき離脱」は、ＥＵへの清算金も払わずに済み、ＥＵの法規

制の影響から速やかに解放される「ベストな選択肢」に映る。国民投票後の「混乱に終止符を打つ切

り札」という期待もあるだろう。 

ジョンソン首相が率いた離脱派のキャンペーンは、残留派が発した離脱のコストへの警鐘を「恐怖

プロジェクト」と揶揄してきた。 

「はじめに」で触れたとおり、ジョンソン首相は、「合意なき離脱阻止」への議員の動きを、国民投

票の結果に不満を持つ残留支持者が「離脱の決定を覆そうとする動き」と位置づけ、自らの支持につ

なげようとしている。その戦略は成功を収めるかもしれない。 

国民投票から３年余り、英国の混迷は続き、国内の分断も深まるばかりだが、離脱期限をどのよう

な形で通過するにせよ、ＥＵ離脱のプロセスは終わらない。まして、「合意なき離脱」という形をとれ

ば、問題は一段と複雑になり、混迷がさらに深まることは間違いない。 

「The UK in a Changing Europe」の報告書は、「合意なき離脱」は「ブレグジットの終わり」では

なく、「終わりの始まり」ですらないが、「始まりの終わりかもしれない」というチャーチル元首相の

言葉を引用して締めくくられている。 

筆者も「合意なき離脱」について、同じ思いを抱いている。 
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